
会議録（公開用）

第８回廿日市市景観審議会会議記録 要旨

１ 会 議 名 第８回廿日市市景観審議会

２ 開催日時 令和元年１０月１日（火） １０時００分から１２時００分まで

場 所 廿日市市役所２階 ２０１会議室

３ 出席委員 ・森保洋之 ・三浦浩之 ・稲田恵子 ・岡本礼子

・梶本歌子 ・鳥平二郎 ・塩田ひとし ・中山隆弘

・細見 恵 ・山田延弘 ・蒲田智美

欠席委員 ・正木文雄

４ 議 事

（１） 開 会

（２） 議 案

第１号議案 廿日市市景観計画「景観重点区域」について

第２号議案 広島圏都市計画景観地区「宮島口景観地区」について

（３） 報告事項

廿日市市景観条例・廿日市市屋外広告物等に関する条例について

５ 公開、非公開の別 公開

６ 傍聴人の人数 0人

７ 発言の要旨 別紙のとおり

８ 事務局職員 ・建設部都市建築担当部長 久保伸治 ・建設部次長 中野祥司

・都市計画課長 横瀬文彦 ・都市計画係長 山本真之

・主任 竹本康弘 ・主任 児玉剛樹 ・主事 喜田素実

９ 説 明 員 ・主任 竹本康弘

10 結 果

第１号議案 原案のとおりとする。

第２号議案 原案のとおりとする。



11 発言の要旨

（１） 第１号議案 廿日市市景観計画「景観重点区域」について

（２） 第２号議案 広島圏都市計画景観地区「宮島口景観地区」について

（会長）

第１号議案、第２号議案について、お互いの内容が関係していますので、一括で事務局に説明し

ていただいた上で、審議も一括で進めさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。

（全委員）

異議なし。

（事務局）

議案を説明。

（Ａ委員）

景観地区に決定することで、宮島口地区で景観形成に取り組むと市から補助金が出るのでしょう

か。

（事務局）

景観地区に決定することが条件ではありませんが、今年度から宮島口地区で景観形成にご協力い

ただいた方を対象に、市が助成を行っております。建築物の修繕、屋外広告物の撤去・改修など、

５項目について補助金を設定しております。具体的には、景観ガイドラインの３８頁に記載してお

ります。

（Ｂ委員）

屋根に降り積もった雪が観光客に落ちると大変なので、雪止めなどを考えているのでしょうか。

（事務局）

宮島口地区ということで、雪等は想定していませんでした。

（Ｂ委員）

雪を想定しておかないといけないのではないでしょうか。佐伯地域では、瓦の屋根に雪止めを設

置しています。それが無いと、雪が一度に落ちて危ないので、想定するべきだと思います。

（Ｃ委員）

佐伯地域では、雪止めを２段くらい設置して、安定していますよね。

（事務局）

貴重なご意見ありがとうございました。今後、指導等に反映させたいと考えています

（Ｃ委員）

屋根の形状について、前回の説明で「平入り」と表現していたところを、今回、「道路に屋根の

軒側を向ける」と変更したのはなぜですか。

（事務局）

前回の時点でも「道路に屋根の軒側を向ける」が景観形成の趣旨であったのですが、それを景観

ガイドラインでは「平入り」と表現していました。ただ、「平入り」は、「屋根の軒側から出入り

する」という意味であり、道路側に出入口がない場合、道路側が切妻となり、景観形成の趣旨に反

することが懸念されました。そこで、景観形成の趣旨に沿った形とするため、「道路に屋根の軒側

を向ける」という表現に変更しました。

（Ｄ委員）

宮島口地区は、道路から奥のお宅、角のお宅があって、屋根の形は、切妻ではなく寄棟、入母屋

などもある訳です。そういった面でも、平入りという表現は支障が生じる可能性があるので、事務

局の変更案は良いと思います。



（Ｅ委員）

届出や申請の流れで、景観計画、景観地区と建築確認が横並びで書いていますが、一般的な手続

きの流れは、景観に関する項目をクリアしてから地区計画や建築確認に進みます。そうすると、届

出や申請を始める前の事前相談や事前協議が大事になってくるので、そういったことが分かりやす

い表現にしたほうが良いと思います。

（事務局）

こちらの資料がそういった視点で表現されておらず、申し訳ありませんでした。一般的な手続き

の流れは、委員のご指摘のとおりになりますので、分かりやすい表現に修正いたします。

（Ｆ委員）

事前相談と事前協議でどのような違いがあるのでしょうか。

（事務局）

事前協議は、協議書を出していただき、それに対して、文書で回答するもの、事前相談は、相談

を受けて、それに対して、お答えすることを想定しております。

（Ｆ委員）

それも届出や申請の流れで分かりやすくしたほうが良いと思います。

（事務局）

併せて、修正いたします。

（Ｇ委員）

景観形成基準を地区に応じて色分けしていますが、実際に現地を色分けしてみたらどうでしょう

か。例えば、駅から桟橋までの歩道をシックなえんじ色のタイルにするだとか。住民の立場から見

ると、現地が色分けされていれば、自分がどの景観形成基準の土地にいるのか分かりやすいですし、

住民が壁面や屋根の色彩を決める際に、現地に既に色があると、それに合う色彩を率先して選ぶの

ではないでしょうか。予算の関係があると思いますが、少しずつでも変わっていけば良いなと感じ

ました。

（事務局）

委員がおっしゃられるとおり、町並みが視覚的に区分けされているのは、住民に分かりやすいと

思います。ただ、予算や道路管理者などの課題があるのも事実でございます。現在、市として取り

組んでいるのは、お住まいの方に景観ガイドラインを抜粋した資料を全戸に配布しており、「この

地区は景観形成を重点的に対策していく場所ですよ。」ということを、できる限り周知している状

況でございます。また、県道部分や西側の細街路については、道路の美装化を検討しております。

現時点では、いつまでに、どの範囲をという具体的に説明できないのですが、この地区の景観形成

に向けて、良い取組みを実施していきたいと考えております。

（Ｈ委員）

公共事業という発想も必要なのですが、やはり来訪者と住民が一緒にここの景観をつくるという

意味でいうと、訪れる方に何らかの記念を兼ねてタイルを置いていってもらうという手段もあると

思います。ブロック１個をいくらかのお金を出せば、本人がいつそこに訪れたとか、自分の名前と

かをブロックに書いて置いていけると、それがまた来たときも残っているのであれば、もう一度来

訪するきっかけになります。全てを行政だけでやるのではなくて、みなさんと一緒に景観形成に取

り組むという発想が必要になってくると思います。抑制的な景観ガイドラインはできたのですが、

それをもとに一方的に行政がチェックしますという体制では、だんだん地元と溝が生じるような気

がするので。景観形成について、住民のみなさんと一緒に考えていけるような体制が良いかなと思

いました。

（事務局）

委員がおっしゃられたように、現在、市が景観という視点からのガイドラインを地区の方々に示

して、まず行政側から動かしていこうと、何とか前に進めていこうという状況でございます。ただ、

行政だけでまちづくりは進めることはできません。道路美装化などの公共施設の整備はもちろんの

こと、エリアマネジメントといいますか、地域に方、訪れる方とも一体となって、この地区をいか

に充実させていくかということを考えて進めてまいりたいと思います。



（Ｃ委員）

行楽シーズンになると、宮島口地区が渋滞しています。これは絶対に克服しないといけないと思

います。何か対策を考えていますか。

（事務局）

市としても、宮島口地区の渋滞問題を大きく捉えており、宮島口地区まちづくりグランドデザイ

ンの中でも重点施策の一つと位置づけています。現在、地区の東側で広電と道路が交差していまし

て、踏切信号待ちにより渋滞を助長しているという状況がございます。これについては、広電や道

路を再整備することで、交差を解消することを考えております。また、立体駐車場を整備するなど、

新たな駐車スペース確保にも取り組んでまいります。また、ＪＲの北側にも駐車場がありますので、

そちらにスムーズにアクセスできるように、新たな道路を整備したり、駐車場の満空情報を提供す

るといった取組みも進めておりますので、そういった中で対応していきたいと考えております。

（Ｉ委員）

説明にあったペデストリアンデッキとはどんなものですか。

（事務局）

具体的な事例として、規模は違いますが、広島駅の北口のようなものになります。広島駅の北口

からまちに出て行く際に、駅を２階から出て、そこが広場となっており、その広場を通過して周辺

の歩道に降りることができるものです。

（Ｉ委員）

ＪＲ宮島口駅にそれができるということですか。

（事務局）

現時点では、駅の橋上化、ペデストリアンデッキともに、具体的な話はありません。説明時にお

話したのは、将来、駅の橋上化やペデストリアンデッキができた場合も考慮して、景観ガイドライ

ンを作成しているという趣旨でございます。

（会長）

委員の皆さん、大事なご指摘をいただき、ありがとうございました。それでは、本日の議案をま

とめたいと思います。第１号議案と第２号議案は、おおむね依存なし、ただし、委員からご意見を

いただいた部分は、事務局で検討をお願いするということでよろしいでしょうか。

（全委員）

異議なし。


